
                              令和５年６月２６日 

 

お 知 ら せ 

 
 

     岡山県人権啓発パートナーシップ推進事業費補助金の 

      対象事業の第２期募集を行います！ 

 

 岡山県では、県民協働による人権尊重社会の実現を目指して、民間団体が行う人権意

識の高揚を図るための啓発事業に対し、その経費の一部を補助しています。 

 このたび、第２期募集を次のとおり実施しますのでお知らせします。 

 なお、詳細な内容については、別添の要領のとおりです。 

 

記 

 

１ 補助金の名称  岡山県人権啓発パートナーシップ推進事業費補助金 

 

２ 補助対象団体  県内に拠点を有し、人権意識の高揚を目的に活動する次の①又は 

②の民間団体 

①大学生等が主体となって活動する団体 

②一般の団体（法人格の有無は問わない。①の団体を除く） 

 

３ 補助金額 

（１）交付額      補助対象経費と補助基準額を比較して少ない方の額に規定 

           の補助率を乗じた額（最大１５０千円） 

（２）補助対象経費   事業を行うために直接必要な経費 

 （３）補助率      上記２①の団体…１０／１０ 上記２②の団体…１／２ 

（４）補助対象事業数  １団体につき、当該年度につき１事業 

 

４ 申請方法等 

 （１）申請方法  補助金交付申請書等を１部提出 

 （２）提 出 先  岡山県 県民生活部 人権・男女共同参画課 人権施策推進班 

 （３）申請期間  令和５年６月２６日（月）～８月１４日（月）１７時必着 

 

５ 問い合わせ先 

  岡山県 県民生活部 人権・男女共同参画課 人権施策推進班 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７４０６  ＦＡＸ：０８６－２３４－５９２４ 

Ｅメール：jinken-danjo@pref.okayama.lg.jp 

岡山県ホームページ：「岡山県人権・男女共同参画課」で検索 

課 名 人権・男女共同参画課 

担 当 藤田・石部 

内 線 ２９２３ 

直 通 （０８６）２２６－７４０６ 


